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（受付開始：午前９時予定）
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東京都中央区日本橋三丁目10番５号
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第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
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第 回
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●株主総会当日にご自宅等からでも株主総会の様子を
ご視聴いただけるようインターネットによるライブ
配信を行います。
視聴方法の詳細は 6頁をご覧ください。
●株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意して
おりません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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証券コード：8016
2026年５月８日

（電子提供措置の開始日 2026年５月１日）
株 主 各 位

東京都中央区日本橋三丁目10番５号

代表取締役
社 長 保 元 道 宣

第79回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

「第79回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

［当社ウェブサイト］

https://www.onward-hd.co.jp/ir/stocks/meeting.html

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

［東証ウェブサイト］

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

銘柄名（当社名）または証券コード（8016）をご入力のうえ検索し「基本情報」、

「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットによっても議決権を行使するこ

とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に

賛否をご表示いただき、2026年５月27日（水曜日）午後５時40分までに到着するようご送付

いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）より議決権をご行

使いただきますようお願い申しあげます。

敬具
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記

１. 日 時 2026年５月28日（木曜日）午前10時（受付開始：午前９時予定）
２. 場 所 東京都中央区日本橋三丁目10番５号

オンワードパークビルディング ２階ホール
３. 株主総会の目的事項

報告事項 １. 第79期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）事業報告の内
容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２. 第79期（2025年３月１日から2026年２月28日まで）計算書類の内
容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件

４．議決権の行使に関する事項
（１）書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによ
る議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

（２）インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内

容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォン等で重複して議決権を
行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

（３）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたもの
として取り扱わせていただきます。

以 上
●電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請
求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人
は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
①連結計算書類の「連結注記表」
②計算書類の「個別注記表」

●電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。
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議決権の行使についてのご案内
株主様におかれましては、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願
い申しあげます。

インターネットによる議決権行使のご案内については、４～５頁をご参照ください。

当社は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームに参加しております。
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）が、当該プラットフォームのご利用を事前
に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、インターネ
ットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

議決権電子行使プラットフォームについて

2026年５月28日（木）
午前10時

株主総会開催日時株主総会に当日
ご出席いただく場合

議決権行使書用紙を
会場受付へ提出1

2026年５月27日（水）
午後５時40分到着分

行使期限郵送（書面）にて
行使いただく場合

各議案の賛否を
表示のうえ投函2

2026年５月27日（水）
午後５時40分まで

行使期限インターネットにて
行使いただく場合

議決権行使サイト
https://evote.tr.mufg.jp/
にて各議案の賛否を入力

3
（パソコン、スマートフォン等）

3
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インターネットによる議決権行使は、パソコン、ス
マートフォン等から議決権行使サイトにアクセスいた
だき、画面の案内に従って行使していただきますよう
お願い申しあげます。

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不
要でログインいただけます。

スマートフォン等の場合 QRコードを読み取る方法

お手持ちのスマートフォン等に
て、同封の議決権行使書副票（右
側）に記載の「ログイン用QRコー
ド」を読み取る。

議案賛否方法の選択画面が表示
されるので、議決権行使方法を
選択する。

画面の案内に従って各議案の
賛否を選択する。

1 QRコードを読み取る 3 各議案の賛否を選択

画面の案内に従って
行使完了です。

2 議決権行使方法を選ぶ

2026年５月27日（水）
午後５時40分まで議決権行使期限

インターネットによる議決権行使のご案内

議決権行使書副票（右側）

「ログイン用QRコード」
はこちら

※	「QRコード」は	
	 株式会社デンソーウェーブの
	 登録商標です。

4
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ご注意事項

■ インターネットにより、議決権を
行使される場合は、郵送によるお
手続きは不要です。

■ 郵送とインターネットにより、二
重に議決権行使をされた場合は、
インターネットによる議決権行使
の内容を有効として取り扱わせて
いただきます。

■ インターネットにより、複数回に
わたり議決権行使をされた場合は、
最後に行われた議決権行使の内容
を有効として取り扱わせていただ
きます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

1 議決権行使サイトにアクセスする

https://evote.tr.mufg.jp/

「次の画面へ」を
クリック

2 お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された
「ログインID」および「仮パスワード」を入力

「ログイン」を
クリック

入 力

パソコンの場合 ログインID・仮パスワードを入力する方法

三菱UFJ信託銀⾏株式会社
証券代⾏部

ふ0120-173-027
通話料無料
受付時間

午前9時から午後9時まで

議決権⾏使サイトの
操作⽅法に関する

お問い合わせについて

5
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株主様認証画面（ログイン画面）

①ログインID【計12桁】とパスワード【計11桁】を入力して
ください（ログインIDの４つ目の欄は入力不要です）。

②利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェック
してください。

本総会の模様をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主の皆様に向けてインターネット参加によるライブ配信を行
いますので、是非ご活用ください。

①スマートフォンまたはパソコン等から、以下のウェブサイトにアクセスをお願いいたします。

②表示された画面にログインIDおよびパスワードをご入力いただき、ログインしてください。

※当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前の午前９時30分頃よりアクセス可能となります。
2026年５月28日（木曜日）午前10時から株主総会終了時刻まで

https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

１．株主総会ライブ配信日時

２．株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のログイン方法

３．主な留意事項

ログインID【計12桁】：0109＋株主番号８桁 ※株主番号は、同封の議決権行使書に記載されています。
（例）株主番号12345678の場合⇒「ログインID」：  -  -  - 
パスワード【計11桁】：郵便番号７桁＋2026 ※2026年２月末時点の株主名簿ご登録住所の郵便番号。
（例）郵便番号123-4567の場合⇒「パスワード」：

■ �インターネット参加によりライブ配信をご視聴いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。
�そのため、株主総会において株主様に認められている、質問や議決権行使、動議の提出について、インターネット参加では行うことは
できません。

■ �当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみといたしますが、やむを得ずご出席株主様が
映り込んでしまう場合がございます。
あらかじめご了承ください。

■ �インターネットからの株主総会へのご参加は、株主様ご本人のみに限定させていただ
き、代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申しあげます。
�SNSへの公開等、本総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせていただき
ます。

■ �使用の端末（機種、性能等）やインターネットの通信環境（回線状況、通信速度等）に
より、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
ご視聴いただくための通信料金等は、株主様のご負担となります。

ライブ配信のご案内

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
0120−676−808（通話料無料）

受付時間 土日祝日を除く平日午前９時から午後５時まで
（ただし、株主総会当日は午前９時から株主総会終了まで）

本サイトに関わるお問い合わせ

12345672026

0109 1234 5678 入力不要

6
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要施策の一つと位置づけ、配当性向の目安

を通期で40％以上とし、安定的で業績に連動した適正な利益配分を実施することを基本方
針としております。
このような方針のもと、当期の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきた

いと存じます。

期末配当に関する事項
１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金16円といたしたいと存じます。
この場合の配当金総額は、2,176,241,568円となります。
これにより、中間配当金１株につき金14円とあわせまして、当期の年間配当金は

１株につき金30円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2026年５月29日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役６名選任の件
取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、社外取締役２名を含む取締役６名をご選任願いたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の地位、担当および

重要な兼職の状況
取締役会出席
回数(出席率)

当社が期待する知見・経験

会社経営
事業運営

国際経験
海外ビジネス

財務
会計
Ｍ＆Ａ

法務
コンプライアンス

リスク管理

ＩＴ
デジタル

人財
ダイバーシティ

環境
社会貢献

１
やす もと みち のぶ

保元 道宣
再任

■ 当社代表取締役社長
■ 株式会社オンワード樫山
代表取締役社長執行役員

11／11回
（100％） ● ● ● ● ●

２
いけ だ だい すけ

池田 大介
再任

■ 当社常務取締役
人財・総務担当

■ 株式会社オンワード樫山
取締役常務執行役員

11／11回
（100％） ● ● ●

３
ひ ぐち よし ひろ

樋口 剛宏
再任

■ 当社常務取締役
マーケティング・プロダ
クト担当

■ 株式会社オンワード樫山
取締役常務執行役員

８／８回
（100％） ● ● ●

４
よし だ しょう へい

吉田 昌平
再任

■ 当社取締役
財務・経理・ＩＲ担当、
戦略企画室長

■ 株式会社オンワード樫山
取締役執行役員

11／11回
（100％） ● ● ●

５
かわ もと あきら

川本 明
再任

社外取締役 独立役員

■ 当社社外取締役
11／11回
（100％） ● ● ● ●

６
こ むろ よし え

小室 淑恵
再任 女性

社外取締役 独立役員

■ 当社社外取締役
■ 株式会社ワーク・ライフ
バランス代表取締役社長

11／11回
（100％） ● ● ●

（注）１. 小室淑恵氏の戸籍上の氏名は石川淑恵であります。
２. 上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

１

やす もと みち のぶ

保 元 道 宣
（1965年９月13日）

2006年５月 当社入社
2007年３月 当社執行役員
2007年９月 株式会社オンワード樫山執行役員
2011年３月 当社常務執行役員

株式会社オンワード樫山常務執行役員
2014年５月 当社取締役

株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員
2014年９月 同社取締役専務執行役員
2015年３月 当社代表取締役社長

（現在に至る）
株式会社オンワード樫山取締役

2019年11月 株式会社オンワードデジタルラボ代表取締役社長
2021年９月 株式会社オンワード樫山取締役
2022年３月 同社代表取締役社長執行役員

（現在に至る）
〔重要な兼職の状況〕
株式会社オンワード樫山代表取締役社長執行役員

341,656株

【取締役候補者とした理由】
保元道宣氏は、経営企画部門、デジタル戦略部門、国際部門、企画部門等を歴任し、貴重な経験と高度な知識を有

しております。現在当社代表取締役社長として、当社グループの経営執行責任者の立場で事業を遂行するとともに、
経営の重要事項の決定および業務遂行に対する監督など適切な役割を果たしており、引き続き取締役の候補者といた
しました。

２

いけ だ だい すけ

池 田 大 介
（1968年３月22日）

1991年４月 当社入社
2018年３月 当社執行役員経営企画・法務担当
2020年３月 当社執行役員経営企画・秘書・広報・人財・総

務担当
2020年５月 当社取締役経営企画・人財・総務担当
2021年３月 当社取締役経営企画・人財・総務・サステナブ

ル経営担当
2021年９月 株式会社オンワード樫山取締役
2022年３月 当社取締役経営企画・人財・総務担当

株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員
（現在に至る）

2023年３月 当社常務取締役人財・総務担当
（現在に至る）

〔重要な兼職の状況〕
株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員

55,150株

【取締役候補者とした理由】
池田大介氏は、営業部門、経営企画部門、管理部門を歴任し、豊富な経験と実績を有しております。現在当社常務

取締役として人財・総務を担当し、当社グループにおける業務執行の監督を行うとともに、当社グループの中核事業
会社である株式会社オンワード樫山における全体の営業戦略責任者および事業本部責任者として事業拡大に取り組む
など、適切な役割を果たしており、引き続き取締役の候補者といたしました。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

３

ひ ぐち よし ひろ

樋 口 剛 宏
（1965年10月27日）

1990年４月 当社入社
2013年３月 株式会社オンワード樫山執行役員
2016年９月 当社執行役員マーケティング・宣伝担当
2019年３月 株式会社オンワード樫山常務執行役員
2020年３月 当社常務執行役員宣伝・マーケティング担当
2021年３月 当社常務執行役員企画・生産担当、宣伝・マー

ケティング担当
株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員
（現在に至る）

2024年３月 当社常務執行役員マーケティング・テクノロジ
ー・プロダクト担当

2025年５月 当社常務取締役マーケティング・プロダクト担当
（現在に至る）

〔重要な兼職の状況〕
株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員

62,650株

【取締役候補者とした理由】
樋口剛宏氏は、当社および当社グループの中核事業会社である株式会社オンワード樫山においてマーケティングお

よびプロダクト部門等を担当し、商品企画、生産、マーケティング分野等での豊富な経験を有しております。現在、
当社グループのマーケティングや生産を管掌し、事業の効率化に取り組むなど、適切な役割を果たしており、引き続
き取締役の候補者といたしました。

４

よし だ しょう へい

吉 田 昌 平
（1977年３月29日）

2001年４月 株式会社アクティー二十一入社
2015年３月 株式会社オンワードグローバルファッション入社

同社管理部長
2017年３月 当社経理・ＩＲ部長
2020年３月 当社経理シェアードサービスＤｉｖ．長
2024年３月 当社執行役員財務・経理・ＩＲ室長

株式会社オンワード樫山執行役員
2024年５月 当社取締役財務・経理・ＩＲ担当

株式会社オンワード樫山取締役執行役員
（現在に至る）

2024年10月 当社取締役財務・経理・ＩＲ担当、戦略企画室長
（現在に至る）

〔重要な兼職の状況〕
株式会社オンワード樫山取締役執行役員

12,170株

【取締役候補者とした理由】
吉田昌平氏は、当社の財務・経理・IR担当、および当社グループの中核事業会社である株式会社オンワード樫山に

おいて経理・財務グループ長を務め、財務・経理分野での専門的な知識や豊富な経験を有しております。現在、当社
取締役として当社グループ全体の財務戦略の構築に取り組むなど、適切な役割を果たしており、引き続き取締役の候
補者といたしました。
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候補者番号 氏名（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

５

かわ もと あきら

川 本 明
（1958年８月19日）

1981年４月 通商産業省（現：経済産業省）入省
1995年８月 経済協力開発機構（パリ）
2001年１月 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整

備課長
2009年７月 経済産業省経済産業政策局大臣官房審議官
2012年10月 アスパラントグループ株式会社シニアパートナー
2013年４月 慶應義塾大学経済学部教授（現在に至る）
2014年３月 フューチャー株式会社社外取締役（監査等委員）

（現在に至る）
2018年５月 当社取締役（現在に至る）
2023年１月 アスパラントグループ株式会社

ファウンディングパートナー
2023年７月 アスパラントグループ株式会社

副会長ファウンディングパートナー
（現在に至る）

０株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
川本明氏は、長年にわたる行政での豊富な経験と学識経験者としての幅広い知識と見識を有しており、社外取締役

として適任であると判断し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。
また、独立の立場から当社の経営を監視・監督し、有益な助言・意見を得ることを期待しております。

６

こ むろ よし え

小 室 淑 恵
(戸籍上の氏名：石川淑恵)
（1975年４月16日）

1999年 ４月 株式会社資生堂入社
2006年 ７月 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長

（現在に至る）
2008年 ４月 内閣府仕事と生活の調和連携推進・評価部会委員
2009年10月 金沢工業大学大学院客員教授（現在に至る）
2013年 ４月 内閣府子ども・子育て会議委員
2014年 ９月 産業競争力会議民間議員
2015年 ２月 文部科学省中央教育審議会委員
2017年 ６月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役
2019年 ５月 当社取締役（現在に至る）
2020年 ４月 レッドフォックス株式会社社外取締役
2020年 ９月 環境省働き方改革加速化有識者会議委員
2020年11月 ＣｌｉｐＬｉｎｅ株式会社社外取締役(現在に至る)
2020年12月 パシフィックコンサルタンツ株式会社社外取締役
2022年 ６月 株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ社外取締役(監査等委員)

（現在に至る）
2023年 １月 日本女子大学評議員（現在に至る）
2023年 ５月 厚生労働省勤務間インターバル検討委員会委員

（現在に至る）
2025年 ４月 こども家庭庁こども家庭審議会委員(現在に至る)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長

０株

【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】
小室淑恵氏は、経営者としての専門的見地と、政府関係の各種会議における有識者委員等を歴任している経験と見

識を有しており、社外取締役として適任であると判断し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。
また、独立の立場から当社の経営を監視・監督し、有益な助言・意見を得ることを期待しております。
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（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役候補者であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする

独立役員届出書を提出しております。
３. 小室淑恵氏が、2020年12月18日から2022年12月23日まで社外取締役に就任していたパシフィックコンサルタンツ株式会

社において、社員１名が、富山県富山市発注の橋りょう設計業務委託の競争入札に関し、2022年１月24日ならびに2022年
２月14日に公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕されました。同氏は平素より法令順守の視点に立った提言を適宜行うとと
もに、当該事案の判明後には再発防止のための提言を行い、職責を適切に遂行いたしました。

４. 役員等賠償責任保険契約について
① 当社では役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、これにより取締役等が業務に起因して損害賠償責任を

負った場合における損害等を填補することとしております。
② D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
③ 各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定であります。
④ D&O保険の契約期間は１年間であり、当該期間満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

５. 社外取締役としての独立性および社外取締役との責任限定契約について
（１）社外取締役候補者の独立性について

① 川本明氏の当社社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結の時をもって８年間であります。
② 小室淑恵氏の当社社外取締役に就任してからの期間は、本総会終結の時をもって７年間であります。
③ 社外取締役候補者は、いずれも当社の「社外役員の独立性基準」（13〜14頁）を満たしております。

（２）社外取締役との責任限定契約について
当社は、社外取締役候補者である川本明、小室淑恵の両氏との間で、会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する
契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第427条第１項の最低責任限度額としております。
川本明、小室淑恵の両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
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【ご参考】
社外役員の独立性基準

当社は、社外役員（社外取締役および社外監査役）候補者が以下のいずれかに該当する場
合、独立社外役員としての独立性を有しないものとみなします。
１．当社の業務執行者(※１)が役員に就任している会社

当社の業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
２．主要な取引先関係

当社を主要な取引先とする者(※２)もしくはその業務執行者または当社の主要な取引先
(※３)もしくはその業務執行者

３．当社の監査法人
当社に係る会社法に基づく監査または金融商品取引法等に基づく監査を行う監査法人に所
属する者

４．社外専門家関係
当社から役員報酬以外に多額(※４)の金銭その他の財産を得ている専門家(弁護士、会計
士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタント等をいい、当該財産を得ている者が法
人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者をいう)

５．寄付先関係
当社から多額(※５)の寄付を得ている者(当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体であ
る場合は当該団体の業務執行者をいう)

６．大株主関係
当社の議決権の10％以上を実質的に有する者または当該者の業務執行者

７．過去該当者関係
過去５年間上記１.から５.に該当していたことがある者

８．近親者関係
上記１.から７.のいずれか(重要でない者を除く)に該当する者の近親者
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＜注記＞
（※１）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、支配人、従業員(顧問を含む)をいう。
（※２）「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその年間売上高の２%を

超える支払いを当社から受けていた者をいう。
（※３）「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の年間売上高の２%を超え

る支払いを当社に行っていた者、または当社に対する融資残高が当社の総資産額の２%
を超える額を占めていた者をいう。

（※４）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た財産の金額につき、当該財産を得
ている者が個人の場合は年間1,000万円、また、その者が法人、組合等の団体の場合
は、当該団体の連結売上高または総収入の２%を超える金額をいう。

（※５）ここでいう「多額」とは、直近事業年度において得た寄付の金額につき、年間1,000万
円またはその総収入金額の２%のいずれか高い方を超える金額をいう。

2026年04月27日 15時51分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



15

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役清家彦三郎氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役１名をご選任願
いたいと存じます。
なお、監査役候補者の西森浩文氏は、補欠として選任されることとなりますので、その任期

は当社定款の定めにより、退任される監査役の任期満了すべき時までとなります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する当社株式の数

新任
にし もり ひろ ふみ

西 森 浩 文
（1967年５月30日）

1991年４月 当社入社
2015年３月 株式会社オンワード樫山Eビジネス事業本部長
2020年６月 当社オムニチャネル担当、社長室長
2022年３月 株式会社オンワードデジタルラボ代表取締役社長
2023年３月 当社執行役員秘書・広報室長、サステナブル経営推進室長

(現在に至る)
株式会社オンワード樫山執行役員サステナブル経営グルー
プ長
(現在に至る)

6,553株

【監査役候補者とした理由】
西森浩文氏は、当社グループの中核事業会社である株式会社オンワード樫山の営業部門、当社グループ会社の株式会社オンワー

ドデジタルラボの社長を歴任し、デジタル事業に関する豊富な経験と知識を有しております。また当社の秘書・広報室長およびサ
ステナブル経営推進室長を務め、経営全般の監視と有効な助言が期待できることから、新たな監査役の候補者といたしました。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．役員等賠償責任保険契約について

① 当社では役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、これにより監査役等が業務に起因して損害賠償責任を
負った場合における損害等を填補することとしております。

② D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。
③ 候補者が監査役に選任され就任した場合には、D&O保険の被保険者となる予定であります。
④ D&O保険の契約期間は１年間であり、当該期間満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。

以 上
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事業報告（2025年３月１日から2026年２月28日まで）

１ 企業集団の現況に関する事項

（１）事業の経過および成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果などによ

り、緩やかな回復基調が続きました。一方、米国の通商政策の影響や物価上昇の継続による
消費者マインドの下振れなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような経営環境の中、当社グループは、戦略強化ブランドを中心に商品ラインナップ

やマーケティング等を強化し、売上高の拡大につなげました。また、在庫管理の徹底や広告
宣伝費等の販管費の効率化が奏功し、全段階利益において増益となりました。
以上の結果、連結売上高は2,368億４百万円（前期比13.6％増）、連結営業利益は116億４

百万円（前期比14.3％増）、連結経常利益は111億76百万円（前期比10.8％増）、親会社株主
に帰属する当期純利益は100億94百万円（前期比18.5％増）となりました。
また、当社グループでは、新規事業の創出やＭ＆Ａ等を活用した事業基盤の強化・拡大に

よる成長を加速していく中で、会計基準の差異にとらわれることなく企業比較を容易にする
ことを目的として、EBITDA（営業利益＋減価償却費およびのれん償却費）を経営指標として
おります。
なお、当連結会計年度のEBITDAは171億95百万円（前期比11.3％増）となりました。

当連結会計年度における事業セグメント別の概況は次のとおりであります。
国 内 事 業 売上高 2,178億76百万円 前期比 114.8％
当社グループの中核事業会社である株式会社オンワード樫山や当社グループ会社の株式会社オ

ンワードパーソナルスタイルにおいて、冬物衣料の販売が好調に推移し、増収となりました。『ア
ンフィーロ』、『カシヤマ』、『チャコット・コスメティクス』、『WEGO』等が好調だったことに加
え、『23区』等の大型ブランドも堅調に推移いたしました。
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海 外 事 業 売上高 189億27百万円 前期比 102.1％
ヨーロッパ地域は、英国ロンドン発祥のコンテンポラリーデザイナーズブランドである

JOSEPH事業が、Ｅコマース売上の伸長により増収となりましたが、人的投資や販売促進にかか
る費用が先行し増加したことから、減益となりました。
アメリカ地域は、前連結会計年度末に米国グアムにおけるゴルフ事業会社の株式譲渡をおこな

った影響により減収となりましたが、トラディショナルブランドであるJ.PRESS事業のＥコマー
ス売上を中心とした売上の伸長等により、収益性が改善いたしました。
アジア地域は、オーダーメイドスーツの生産受注の増加に伴い大連工場の稼働率が向上し、売

上高が拡大いたしました。

事業セグメント別売上高
売上高（百万円） 増減率（％）

国 内 事 業 217,876 14.8
海 外 事 業 18,927 2.1

合 計 236,804 13.6

（２）設備投資の状況
当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は59億80百万円であります。そ

の主なものは、売場設備の新設、改装およびソフトウェア等の取得に関するものであります。

（３）資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、特記すべき事項はありません。

（４）対処すべき課題
当社を取り巻く経営環境は、コロナ禍を経て生活者のライフスタイルや価値観が変化し、

企業と人とのエンゲージメントへの注目の高まりや、デジタル技術の活用が進化しておりま
す。また日本国内における少子高齢化が進行するとともに、訪日外国人による消費の多様化
等が進んでおります。
当社グループが対処すべき課題は、このようなマーケットの多様化に対応し、消費者に対

して価値ある商品やサービスをご提供することにより収益拡大をはかり、成長性を高めるこ
とにあります。
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① 国内事業について
当社グループは、「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」ご提供することをミッションス

テートメントに掲げ、「社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営」により地球と共
生する「潤いと彩り」のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続
けることにより、中長期経営ビジョン「ONWARD VISION 2030」の実現を目指してお
ります。
「ファッション領域」におきましては、多様なブランド・商品・流通戦略の推進をはか

り、 生活者の新たな価値観に沿った「ウェルネス領域」の成長加速や、時代性のある「コ
ーポレートデザイン領域」の創造を進めてまいります。また、ＯＭＯ（Online Merges
with Offline）型店舗の拡大やＰＬＭ（Product Lifecycle Management）等の最先端の
ＤＸを活用した事業の進化をはかってまいります。

② 海外事業について
当社グループは、海外事業の成長基盤強化を推進しており、ヨーロッパ地域では英国ロン

ドン発祥のコンテンポラリーデザイナーズブランドであるJOSEPH事業の収益を拡大し、ア
メリカ地域では120年以上の歴史を持つ米国東海岸発祥のトラディショナルブランドである
J.PRESS事業の成長を加速、アジア地域では成長著しいASEAN地域を含むアジアマーケット
において生産・販売両面での事業を拡大してまいります。

③ 商品企画・生産・物流について
当社グループは、ものづくりプロセス（サプライチェーン）のデジタル化として、ＰＬＭ

（Product Lifecycle Management）を導入し、生産スピードの向上・価格の適正化・トレ
ーサビリティーの向上を目指す「商品企画・生産・物流改革」を進めております。また、お
取引先様との情報共有やデータ連携を行うことにより、可視化・効率化されたサプライチェ
ーンの構築を進めてまいります。

④ ＣＳＲ（企業の社会的責任）とコンプライアンスについて
ＣＳＲ経営につきましては、お客さまをはじめとするすべてのステークホルダーから信頼

される企業として、社会的企業価値を高める重要な経営課題と認識しております。
当社グループは、1927年の創業から永きにわたり「人々の生活に潤いと彩りをご提供す

ること」を経営理念として掲げてまいりました。さらに中長期経営ビジョン「ONWARD
VISION 2030」において、これまでの経営理念のうえに、地球環境の潤いと彩りを大切に
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するサステナブル経営の理念を重ね合わせた「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」という
新しいミッションステートメントを定めました。その取り組みといたしましては、サステナ
ブル経営を推進するプロジェクト「Green Onward （グリーン・オンワード）」を継続し
て実施しております。具体的には、「オンワード・グリーン・キャンペーン」によるリユー
ス・リサイクル・リメイク活動の拡大をしてまいります。またロスのない生産体制を推進す
るため、オーダーメイド生産を拡大するとともに、ＰＬＭ（Product Lifecycle
Management）システムによりモノづくりの可視化を実現し、サプライチェーンにおける
トレーサビリティを向上させてまいります。これらにより、「Green Onward （グリー
ン・オンワード）」をさらに深化させ、環境・社会貢献活動を一層推進してまいります。
コンプライアンスにつきましては、社会全体からコンプライアンス体制の充実がますます

求められており、これを経営上の重要課題と位置づけ、またコーポレート・ガバナンスの体
制強化をはかることにより、お客さまや株主の皆様はもとより社会全体から高い信頼を得る
よう努めてまいります。具体的には、コンプライアンス活動のあり方や倫理上の規範を示し
た「コンプライアンスマニュアル」を作成し、オンワードグループコンプライアンス委員会
が中心となり、社内研修の実施など継続的な啓蒙活動を行い、周知徹底をはかっておりま
す。また、当社グループは、品質管理等に関するノウハウを活用した製品品質の維持および
向上に努め、お客さまの満足度をさらに高めていくとともに、ＳＣＭ（Supply
Chain Management） におきましても、「オンワード認定工場制度」を通じて、協力工
場の労働環境の改善に取り組んでおります。
個人情報保護につきましても、「個人情報保護ガイドライン」を作成し、全役員および全

従業員を対象に研修を実施し、継続的な啓蒙を行っております。

株主の皆様におかれましては、今後ともなにとぞ格別のご理解とご支援を賜りますよう心
からお願い申しあげます。
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（５）財産および損益の状況の推移
期 別

区 分
2022年度
第76期

2023年度
第77期

2024年度
第78期

2025年度
第79期

売 上 高（百万円） 176,072 189,629 208,393 236,804
経 常 利 益（百万円） 5,319 10,126 10,084 11,176
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益（百万円） 3,061 6,611 8,516 10,094

１株当たり当期純利益 （円） 22.57 48.72 62.74 74.27
総 資 産（百万円） 159,198 171,362 179,218 189,223
純 資 産（百万円） 85,073 84,995 84,287 93,588

（注）１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づいて算出しております。

（６）重要な子会社等の状況
会社名 資本金 議決権比率（％） 主要な事業内容

株 式 会 社 オ ン ワ ー ド 樫 山 100百万円 100.0 衣料品等の製造販売
株式会社オンワードコーポレートデザイン 410百万円 100.0 衣料品等の製造販売
チ ャ コ ッ ト 株 式 会 社 100百万円 100.0 ダンス用品の製造販売
株式会社クリエイティブヨーコ 100百万円 100.0 ペットファッション、なごみ雑貨の製造販売
株 式 会 社 ア イ ラ ン ド 10百万円 100.0 衣料品等の製造販売
株式会社オンワードパーソナルスタイル 100百万円 100.0 衣料品等の製造販売
株 式 会 社 大 和 60百万円 100.0 カタログギフト等の企画販売
株式会社 K O K O B U Y １百万円 100.0 化粧品等の製造販売
株 式 会 社 ウ ィ ゴ ー 50百万円 100.0 衣料品等の製造販売
ジ ョ ゼ フ L T D. 36,779千英ポンド 100.0 衣料品等の製造販売

（７）主要な事業内容
当社グループは、国内および海外において、紳士服、婦人服等の繊維製品の企画・製造お

よび販売といったファッション領域を主な事業内容とし、ギフト・ペット・ビューティ等の
心身ともに豊かで充実した生活の実現を支援するウェルネス領域、および企業と人との新し
いエンゲージメントの創造を支援する、企業活動のトータルデザインを提案するコーポレー
トデザイン領域において事業を行っております。
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（８）主要な事業所
会社名 名称 所在地

当 社 本 社 東京都中央区

株 式 会 社 オ ン ワ ー ド 樫 山

本社・オンワードパークビルディング 東京都中央区
オンワードベイパークビルディング 東京都港区
近 畿 エ リ ア 大阪府大阪市中央区
九 州 ・ 沖 縄 エ リ ア 福岡県福岡市中央区
東 海 ・ 北 陸 エ リ ア 愛知県名古屋市中村区
北 海 道 エ リ ア 北海道札幌市中央区
東 北 ・ 北 関 東 エ リ ア 宮城県仙台市青葉区
中 国 ・ 四 国 エ リ ア 広島県広島市中区
オンワード新習志野オペレーションセンター 千葉県習志野市
港オペレーションセンター 大阪府大阪市港区

株式会社オンワードコーポレートデザイン 本 社 東京都千代田区
チ ャ コ ッ ト 株 式 会 社 本 社 東京都港区
株 式 会 社 ク リ エ イ テ ィ ブ ヨ ー コ 本 社 長野県長野市
株 式 会 社 ア イ ラ ン ド 本 社 東京都世田谷区
株式会社オンワードパーソナルスタイル 本 社 東京都港区
株 式 会 社 大 和 本 社 長野県安曇野市
株 式 会 社 K O K O B U Y 本 社 東京都港区
株 式 会 社 ウ ィ ゴ ー 本 社 東京都港区
ジ ョ ゼ フ L T D. 本 社 英国 ロンドン

（９）従業員の状況
従業員数 前期末比増減
6,527名 274名増

（注）上記従業員の他に期中平均3,161名の臨時従業員（臨時販売員、パートタイマー等）を雇用しております。

（10）主要な借入先の状況
借入先 借入金残高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 23,874百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 4,223百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 4,199百万円
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２ 会社の株式に関する事項

（１）当社が発行する株式に関する事項
１．発行可能株式総数 400,000,000株

２．発行済株式の総数 141,921,669株
(注）発行済株式の総数には、自己株式5,906千株が含まれております。

３．株 主 数 82,791名

４．大 株 主（自己株式を除く）

株主名 持株数 持株比率
千株 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) 15,915 11.7

公 益 財 団 法 人 樫 山 奨 学 財 団 8,710 6.4

オ ン ワ ー ド ホ ー ル デ ィ ン グ ス 取 引 先 持 株 会 5,351 3.9

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 4,671 3.4

Ｊ Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 4,407 3.2

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) 3,895 2.8

株 式 会 社 ア ニ ヴ ェ ル セ ル Ｈ Ｏ Ｌ Ｄ Ｉ Ｎ Ｇ Ｓ 2,650 1.9

モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー Ｍ Ｕ Ｆ Ｇ 証 券 株 式 会 社 1,879 1.3

株 式 会 社 三 越 伊 勢 丹 1,787 1.3

Ｇ Ｏ Ｖ Ｅ Ｒ Ｎ Ｍ Ｅ Ｎ Ｔ Ｏ Ｆ Ｎ Ｏ Ｒ Ｗ Ａ Ｙ 1,749 1.2
（注）１. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２. 当社は、自己株式5,906千株を保有しております。
３. 持株比率は、自己株式5,906千株を控除して計算しております。

５．当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
株式数 交付対象者数

取締役（社外取締役除く） 129,780株 ４名
(注）当社の株式報酬の内容については、本招集ご通知の事業報告「３会社役員に関する事項（３）役員の報酬等の額又はその算定方法

の決定に関する方針に係る事項」に記載しております。
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（２）当社が保有する株式に関する事項

１．株式の政策保有に関する方針
当社は、政策保有株式については、当社の企業価値の向上に資すると認められる場合を除

き、原則として政策保有株式を取得しないことを基本方針といたします。既に保有する政策
保有株式については、継続保有の合理性等を検証し、段階的に縮減を進めてまいります。

２．当社が純投資目的以外の目的で保有する株式の銘柄数および貸借対照表計上額
2022年度
第76期

2023年度
第77期

2024年度
第78期

2025年度
第79期

銘柄数 16銘柄 13銘柄 11銘柄 10銘柄

うち上場会社の銘柄数 10銘柄 ８銘柄 ６銘柄 ５銘柄

①貸借対照表計上額の合計額（百万円） 13,538 10,554 9,946 10,484

②連結純資産額（百万円） 85,073 84,995 84,287 93,588

③連結純資産額に占める割合（％）（①÷②） 15.9 12.4 11.8 11.2
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３ 会社役員に関する事項

（１）取締役および監査役に関する事項
地位 氏名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 保 元 道 宣 株式会社オンワード樫山代表取締役社長執行役員

常 務 取 締 役 池 田 大 介 人財・総務担当

株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員

常 務 取 締 役 樋 口 剛 宏 マーケティング・プロダクト担当

株式会社オンワード樫山取締役常務執行役員

取 締 役 吉 田 昌 平 財務・経理・ＩＲ担当、戦略企画室長

株式会社オンワード樫山取締役執行役員

取 締 役 川 本 明

取 締 役 小 室 淑 恵 株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長

常 勤 監 査 役 清 家 彦三郎 株式会社オンワード樫山監査役

常 勤 監 査 役 小野木 伸 良 株式会社オンワード樫山監査役

監 査 役 梅 津 立

監 査 役 草 野 満 代 有限会社草野事務所代表取締役
（注) １．取締役川本明、小室淑恵の両氏は社外取締役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立

役員届出書を提出しております。
２．監査役梅津立、草野満代の両氏は社外監査役であり、当社は、株式会社東京証券取引所に対して、両氏を独立役員とする独立

役員届出書を提出しております。
３．監査役梅津立氏は、弁護士として特に資本市場取引とファイナンス取引に精通しており、財務および会計に関する相当程度の

知見を有するものであります。
４．当事業年度中に退任した取締役

退任時の会社における地位 氏名 退任日

取 締 役 副 社 長 知 識 賢 治 2025年５月22日
上記の取締役１名は、任期満了による退任であります。
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５．当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は2026年２月28日現在以下のとおりであります。

常 務 執 行 役 員 武 内 健 司
常 務 執 行 役 員 江 頭 毅
常 務 執 行 役 員 村 上 哲
執 行 役 員 西 森 浩 文
執 行 役 員 谷 英 明
執 行 役 員 藤 田 譲

（２）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社の子会社の取締役、
監査役および執行役員であり、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為
を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟
費用等が補填されることとなります。当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております
が、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起
因して生じた当該損害は補填されない等の免責事由を設けております。

（３）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
① 役員の報酬等の決定に関する方針

当社の役員報酬は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬、業績連動報酬である賞与で構成
しております。
なお、社外取締役および監査役の報酬は、独立性維持の観点から基本報酬のみとして

おります。
また、当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成

する指名報酬委員会を2021年２月26日に設置いたしました。2021年３月以降の各取締
役への配分については、指名報酬委員会において取締役の指名・報酬等に関する事項に
ついての審議、取締役会への答申を行ったうえで、取締役会にて決定することとしてお
ります。

イ．基本報酬
取締役および監査役を対象として、常勤・非常勤、担当役割、職位、在任年数、個人

別評価等を勘案してあらかじめ定められた基準に従い決定しております。取締役につい
ては取締役会にて、監査役については監査役の協議にて決定しております。
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ロ．譲渡制限付株式報酬
取締役（社外取締役を除く）を対象として、株価上昇および業績向上への意欲や士気

を高めることを目的として、従来の自社株取得目的報酬に替えて、2025年６月より支給
しております。

ハ．賞与
取締役（社外取締役を除く）を対象として、当該事業年度の連結業績等に基づき支給

しております。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役
会が有しており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の
業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお、社外取締役を除く取締役
の個人別の報酬等については、内容を決定するにあたり、事前に指名報酬委員会におい
て、役員の報酬等の決定に関する方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行ってお
ります。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決
定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤

の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議

当社の取締役の報酬は、2007年５月24日開催の第60回定時株主総会において「年額
５億円以内（うち社外取締役３千万円以内）」と決議されました。決議時における取締役
の員数は７名であります。
また、2021年５月27日開催の第74回定時株主総会において取締役の報酬の総額（年

額５億円以内）は変更せず、社外取締役の報酬額のみを年額３千万円以内から年額５千万
円以内への改定が決議されました。決議時における取締役の員数は７名であります。
譲渡制限付株式報酬については、2025年５月22日開催の第78回定時株主総会の決議

により、当社の取締役（社外取締役は除く。）を対象として、上記取締役の報酬額の範囲
内にてその総額を年額１億円以内とすること等を定めております。決議時における取締役
の員数は６名であります。
当社の監査役の報酬は、1995年５月25日開催の第48回定時株主総会において「年額

60百万円以内」と決議されました。決議時における監査役の員数は４名であります。
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③ 業績連動報酬に係る指標および当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬と位置づけている賞与は、単年度の業績を反映するという観点や、業績向

上への意欲を高めること、管理目標達成への意識づけ強化、成果に対する考課の明確化等
を目的としております。
賞与の額は全体的な業績に基づいた金額を基礎とし、年初に設定した各取締役の担当領

域における管理会計上の売上高、損益等の目標指標に対する達成度を総合的に勘案した業
績考課に基づいて決定しております。
なお、業績考課については、取締役、監査役、執行役員等の出席する経営会議により決

定しております。

（４）取締役および監査役の報酬等の総額

役員区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる
役員の員数
（名）

固定報酬 業績連動報酬

基本報酬 自社株取得
目的報酬

譲渡制限付
株式報酬 賞与

取締役
（うち社外取締役） 309（24） 154（24） 12（−） 53（−） 88（−） ７（２）

監査役
（うち社外監査役） 52（16） 52（16） −（−） −（−） −（−） ４（２）

合計 361（40） 207（40） 12（−） 53（−） 88（−） 11（４）

（注）１．当事業年度末現在の人員は、取締役６名、監査役４名であります。
２．取締役の人数には、2025年５月22日開催の第78回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役１名を含んでおります。

また、報酬等の総額には当該取締役の退任までの在任期間に対する報酬等を含んでおります。
３．なお、自社株取得目的報酬については、2025年５月22日開催の第78回定時株主総会の決議により廃止しております。
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（５）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。
② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
③ 当事業年度における主な活動状況

地位 氏名
取締役会
出席回数
（出席率）

監査役会
出席回数
（出席率）

主な活動状況

取 締 役 川 本 明 11／11回
（100％） −

必要に応じ行政での豊富な経験と学識経
験者としての幅広い知見から発言を行っ
ております。

取 締 役 小 室 淑 恵 11／11回
（100％） −

必要に応じ経営者としての専門的見地と
政府関係の各種会議委員としての経験と
見識から発言を行っております。

監 査 役 梅 津 立 11／11回
（100％）

15／15回
（100％）

弁護士としての豊富な知識と高い見識・
専門性と資本市場取引における豊富な知
識と経験から発言を行っております。

監 査 役 草 野 満 代 11／11回
（100％）

15／15回
（100％）

長年のメディア業界での経験と政府関係
の各種会議委員としての経験と豊富な知
識から発言を行っております。

④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役として有用な人材を迎えるべく、また、社外監査役が期待される役

割を十分に発揮することができるよう、現行定款において、社外取締役および社外監査役
との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めてお
ります。これに基づき、社外取締役である川本明、小室淑恵の両氏、および、社外監査役
である梅津立、草野満代の両氏は、当社との間で、責任限定契約を締結しております。
当該責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
イ．社外取締役および社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う

場合は、会社法第427条第１項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を
負う。

ロ．上記の責任限定が認められているのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原
因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
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４ 会計監査人の状況

（１）名 称 EY新日本有限責任監査法人

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支払額

① 当社が支払うべき監査証明業務についての報酬等の額 126百万円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 185百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分し

ておらず、実質的にも区分できないため、上記①の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当事業年度の監査計画の内容

や過年度の監査計画と実績の状況等を確認し、報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399
条第１項の同意を行っております。

３．当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である経理業務に関するアドバ
イザリー業務費用を支払っております。

４．当社の重要な子会社のうち、海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の会計監査を受けております。

（３）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選
定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨および
解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
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５ 会社の体制および方針

（１）業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備に向けた「内部統制シ

ステムの整備に関する基本方針」を決議しております。
基本方針の内容は、以下のとおりです。

「内部統制システムの整備に関する基本方針」

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「取締役の職務の執行が法令および定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社及びその子会社
から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整
備」に関して以下のとおり定め、その方針に基づく内部統制システムおよび効率的で適法な企
業体制を構築する。
１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① 取締役会は、取締役および使用人に法令および社内規定の遵守を徹底するため、「オンワ

ードグループコンプライアンス規定」を基本方針とする。
② 取締役会は、コンプライアンス体制の統轄組織として、オンワードグループコンプライ

アンス委員会を設置し、その責任者として代表取締役を委員長に任命する。また、コン
プライアンス所管部門を経営企画室とし、「オンワードグループコンプライアンス規定」
に基づく「コンプライアンスマニュアル」によりオンワードグループのコンプライアン
ス体制の構築および整備を推進する。

③ オンワードグループコンプライアンス委員会は、コンプライアンス体制の浸透をはかる。
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 取締役会は、「規定管理規定」「文書管理規定」により適切な情報の保存および管理を行

う。
② 取締役は、その職務の執行に係る文書および重要な情報を、各担当職務に従い、適切に

保存し管理する。
③ 情報管理の所管部門を経営企画室とする。
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３．損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 取締役会は、リスク管理体制の構築のために「オンワードグループリスク管理規定」に従

った管理体制を整備し運用する。
② リスク管理体制の所管部門を経営企画室とする。
③ 経営企画室は、リスク管理体制の整備、問題点の把握、リスク管理体制に係る計画を策定

し、取締役会に報告し、天災リスク、情報システムリスク、その他事業の継続に著しく大
きな影響をおよぼすリスク等に対して適切な体制を整備する。

④ 取締役会は、必要に応じて外部専門家等との連携をはかり、適切なリスク対応を行う。
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、「役員就業規定」および「職務権限規定」により、取締役、執行役員および

使用人の職務執行の効率化に努める。
② 取締役会は、職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命するとともに、「オンワード

グループりん議処理規定」により、適切な監督を行う。
③ 取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実をはかるため、

取締役会の諮問機関として、過半数が独立社外取締役で構成される「指名報酬委員会」を
設置し、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保す
る。

５．使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
① オンワードグループコンプライアンス委員会は、事業会社コンプライアンス責任者を任命

する。
② オンワードグループコンプライアンス委員会は、経営企画室と連動し適切な教育活動、啓

蒙活動を実施し、「コンプライアンスマニュアル」の浸透をはかり、適正に機能するコン
プライアンス体制の充実、およびそのチェックを行う。

③ 「オンワードグループ内部通報規定」に基づき、情報伝達および通報窓口（オンワードグ
ループ「ホイッスルライン」）を社内および社外に設置し、運営する。

④ 内部監査室は、各部門における業務が、法令、定款、規定、マニュアルおよび社内通達等
に従い適正かつ効率的に執行されるよう業務遂行体制の構築計画策定を行い、取締役会に
報告する。
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６．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
取締役会は、当社およびオンワードグループ各社における業務の適正を確保するため、各社

の経営については自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告を受け、重要案件については
りん議および協議を行う。

（１）子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
① 経営上重要な決定をする場合は、「オンワードグループりん議処理規定」に基づき当社へ

報告を行う。
② 業績についてグループ会議等で定期的に当社へ報告を行う。
③ 業務上重要な事項が発生した場合は、その都度当社へ報告を行う。

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制
① 取締役会は、リスク管理体制の構築のために「オンワードグループリスク管理規定」に従

った管理体制を整備し運用する。
② 子会社のリスク管理体制の所管部門を当社の経営企画室とする。
③ 当社の経営企画室は、子会社のリスク管理体制の整備、問題点の把握、リスク管理体制に

係る計画を策定し、取締役会に報告し、天災リスク、情報システムリスク、その他事業の
継続に著しく大きな影響を及ぼすリスク等に対して適切な体制を整備する。

④ 取締役会は、必要に応じて外部専門家等との連携をはかり、適切なリスク対応を行う。
（３）子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役会は、子会社に係る「役員就業規定」および「職務権限規定」により、子会社の取

締役、執行役員および使用人の職務執行の効率化に努める。
② 子会社の取締役会は、子会社の取締役の職務執行を効率的に行うため、執行役員を任命す

るとともに、「オンワードグループりん議処理規定」により、適切な監督を行う。
（４）子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するた

めの体制
① オンワードグループコンプライアンス委員会は、子会社のコンプライアンス責任者を任命

する。
② オンワードグループコンプライアンス委員会は、当社の経営企画室と連動し子会社につい

て適切な教育活動、啓蒙活動を実施し、「コンプライアンスマニュアル」の浸透をはかり、
適正に機能するコンプライアンス体制の充実、およびそのチェックを行う。
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③ 「オンワードグループ内部通報規定」に基づき、情報伝達および通報窓口（オンワードグ
ループ「ホイッスルライン」）を当社内および社外に設置し、運営する。

④ 当社の内部監査室は、子会社の各部門における業務が、法令、定款、規定、マニュアルお
よび社内通達等に従い適正かつ効率的に執行されるよう業務遂行体制の構築計画策定を行
い、取締役会に報告する。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項
監査役が必要とするときには、補助すべき使用人を監査役会の事務局として設置する。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役を補助すべき使用人の任命、異動および人事権に係る事項の決定には、監査役の事

前の同意を得るものとする。
② 監査役を補助すべき使用人の人事考課は、監査役が行う。

９．監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 補助使用人は、監査役の指揮命令に従わなければならない。
② 取締役および使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力

する。
③ 補助使用人は、必要に応じて外部専門家等の監査業務に関する助言を受けることができ

る。
10. 監査役への報告に関する体制
（１）当社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制
① 代表取締役および担当取締役は、取締役会等の重要な会議において、業務の執行状況およ

び経営に大きな影響を及ぼす重要課題の報告を行う。
② 取締役、執行役員および使用人は、監査役が報告を求めた場合は、迅速かつ適切に監査役

に報告を行う。
（２）子会社の取締役、監査役、および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に

報告をするための体制
子会社の取締役、監査役、および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、業務の
執行状況および経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速かつ適切に報告を行
う。
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11. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
当社および子会社は、報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱い

を行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
12. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した

債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないこ
とを証明できる場合を除き、これに応じる。

13. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、情報や意見交換を行う。
② 監査役会は、監査の実施にあたり、必要に応じて外部専門家等を活用する。

14. 反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当

要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。
15. 財務報告の信頼性を確保するための体制

内部監査室は、取締役会の指示により、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保
するため、金融商品取引法およびその他の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築
および整備を推進する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりです。

１．コンプライアンスに関する取り組み
当社は、コンプライアンス体制の統括組織として、代表取締役を委員長とするオンワードグ

ループコンプライアンス委員会を設置しております。オンワードグループコンプライアンス委
員会は、毎年体制の見直しを行っており、当期も事業会社コンプライアンス責任者を新たに任
命し、適切な体制で教育活動、啓蒙活動を実施いたしました。また、必要に応じてコンプライ
アンス委員会を開催し、問題の早期発見と業務改善を実施いたしました。
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２．リスク管理体制に関する取り組み
当社は、リスク管理については、経営企画室が所管部門となり「オンワードグループリスク

管理規定」に基づき、リスク管理体制の整備や問題点の把握、リスク管理体制に係る計画を策
定し、取締役会へ報告をいたしました。また、「オンワードグループ内部通報規定」に基づき、
情報伝達および通報窓口（オンワードグループ「ホイッスルライン」）を継続して社内および
社外に設置し、問題の未然防止、早期発見および業務改善に努めました。

３．業務執行の適正性や効率性に関する取り組み
当社は、グループ各社の事業内容については、四半期ごとに開催する決算報告会、決算会

議、予算会議等で報告を受けました。グループ各社において重要な案件が発生した場合には、
「オンワードグループりん議処理規定」に基づき、りん議および協議を行い決定いたしました。
また、財務報告に係る内部統制については、内部監査室が財務報告の信頼性に及ぼす影響を鑑
みて、期初に評価範囲の見直しを行い、選定した主要なグループ会社に対して、内部統制の有
効性の評価を実施いたしました。

４．監査役の監査に関する取り組み
監査役は、取締役会、決算会議、経営推進会議等の重要な会議に出席するとともに、定期的

に代表取締役との会合を持ち、情報や意見の交換を実施いたしました。会計監査人との関係に
おいては、監査計画の説明、四半期レビュー報告、監査結果の報告を受けたほか、適宜、監査
状況を聴取するなど情報交換や意見交換を行いました。また、当社およびグループ各社に対し
ては、必要に応じて往査を行い、業務の適正性を確認いたしました。

（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、比率等について
持株比率は表示桁未満の端数を切り捨て、その他は四捨五入しております。
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連結貸借対照表（2026年２月28日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額
資産の部 189,223
流動資産 92,525
現金及び預金 19,715
受取手形、売掛金
及び契約資産 18,756
商品及び製品 44,825
仕掛品 580
原材料及び貯蔵品 4,305
その他の流動資産 4,601
貸倒引当金 △258

固定資産 96,698
有形固定資産 43,418
建物及び構築物 18,683
機械装置及び運搬具 892
工具器具備品 1,869
土地 18,910
その他の有形固定資産 3,062

無形固定資産 11,581
ソフトウェア 4,123
のれん 4,818
その他の無形固定資産 2,639

投資その他の資産 41,698
投資有価証券 13,446
長期貸付金 2,562
長期前払費用 360
退職給付に係る資産 15,107
繰延税金資産 2,717
差入保証金 6,986
その他の投資 609
貸倒引当金 △92

資産合計 189,223

科 目 金 額
負債の部 95,635
流動負債 68,661
支払手形及び買掛金 11,385
電子記録債務 7,170
短期借入金 23,970
１年内返済予定長期借入金 7,112
未払金 2,841
未払費用 6,226
未払法人税等 3,379
未払消費税等 1,375
賞与引当金 1,091
役員賞与引当金 145
その他の流動負債 3,961

固定負債 26,974
長期借入金 15,250
再評価に係る繰延税金負債 172
退職給付に係る負債 2,546
役員退職慰労引当金 22
預り保証金 1,382
リース債務 2,185
その他の固定負債 5,413

負債合計 95,635
純資産の部 93,588
株主資本 89,000
資本金 30,079
資本剰余金 37,390
利益剰余金 26,224
自己株式 △4,694

その他の包括利益累計額 4,565
その他有価証券評価差額金 2,551
繰延ヘッジ損益 17
土地再評価差額金 △5,806
為替換算調整勘定 1,690
退職給付に係る調整累計額 6,112

新株予約権 21
純資産合計 93,588
負債及び純資産合計 189,223
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連結損益計算書（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売上高 236,804
売上原価 107,388
売上総利益 129,415

販売費及び一般管理費 117,811
営業利益 11,604

営業外収益
受取利息及び配当金 269
持分法投資利益 34
その他の収益 293 597

営業外費用
支払利息 528
売場什器等除却損 72
為替差損 25
その他の費用 398 1,024
経常利益 11,176

特別利益
投資有価証券売却益 1,719
固定資産売却益 3,517
その他の特別利益 17 5,254

特別損失
減損損失 2,621
その他の特別損失 269 2,891
税金等調整前当期純利益 13,539
法人税、住民税及び事業税 3,419
法人税等調整額 25 3,445
当期純利益 10,094
親会社株主に帰属する当期純利益 10,094
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連結株主資本等変動計算書（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
（単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額

資 本 金 資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金 自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

当 期 首 残 高 30,079 50,335 24,515 △20,723 84,206 1,689 △2
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,433 △5,433
親会社株主に帰属する当期純利益 10,094 10,094
自 己 株 式 の 取 得 △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 △114 △5 270 150
自 己 株 式 の 消 却 △12,829 △2,929 15,759 −
土地再評価差額金の取崩 △16 △16
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） 862 19

当 期 変 動 額 合 計 − △12,944 1,709 16,029 4,794 862 19
当 期 末 残 高 30,079 37,390 26,224 △4,694 89,000 2,551 17

その他の包括利益累計額
新 株
予 約 権

純 資 産
合 計

土 地
再 評 価
差 額 金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
当 期 首 残 高 △5,825 1,399 2,751 12 68 84,287
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,433
親会社株主に帰属する当期純利益 10,094
自 己 株 式 の 取 得 △0
自 己 株 式 の 処 分 150
自 己 株 式 の 消 却 −
土地再評価差額金の取崩 △16
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） 19 290 3,361 4,553 △47 4,506

当 期 変 動 額 合 計 19 290 3,361 4,553 △47 9,300
当 期 末 残 高 △5,806 1,690 6,112 4,565 21 93,588
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連 結 注 記 表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(１) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数および主要な連結子会社の名称
連結子会社の数 40社

主要な連結子会社の名称
株式会社オンワード樫山
株式会社オンワードコーポレートデザイン
チャコット株式会社
株式会社クリエイティブヨーコ
株式会社アイランド
株式会社オンワードパーソナルスタイル
株式会社大和
株式会社KOKOBUY
株式会社ウィゴー
ジョゼフLTD.

当連結会計年度において、インティメイツ株式会社を清算したため、連結の範囲から除外しておりま
す。台灣蔚果股份有限公司を設立したため、連結の範囲に含めております。

② 主要な非連結子会社の名称
株式会社ビエン

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模であり合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。
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(２) 持分法の適用に関する事項
① 持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数および主要な会社等の名称

持分法を適用した非連結子会社または関連会社の数 10社

主要な関連会社の名称
株式会社サンマリノ

② 持分法を適用しない非連結子会社または関連会社のうち主要な会社の名称
株式会社ビエン

持分法を適用しない理由
持分法を適用しない非連結子会社または関連会社は、それぞれ連結純損益および連結利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法適用の範囲から除外しております。

③ 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表ま
たは仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

(３) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社

［12月31日決算会社］
ジェイプレスINC.
恩瓦徳時尚貿易（中国）有限公司
他１１社
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(４) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準および評価方法
イ. 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等
以外のもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法により評価しております。

ロ. デリバティブ
時価法により評価しております。

ハ. 棚卸資産
主として、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）により評価しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）は、当社および国内連結子会社は主として定率法、海外連結子会社

は定額法を採用しております。ただし、当社および国内連結子会社は、1998年４月１日以降取得した
建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降取得した建物附属設備および構築物につき
ましては、定額法を採用しております。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）は、定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェア
につきましては、社内における利用可能期間（５〜10年）に基づく定額法を採用しております。

ハ. 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を
ゼロとする定額法を採用しております。

ニ. 長期前払費用は、定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金は、従業員等に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

ハ. 役員賞与引当金は、当社および一部の国内連結子会社において、役員に支給する賞与に備えるため、支
給見込額に基づき計上しております。

ニ. 役員退職慰労引当金は、一部の国内連結子会社において、役員の退職金の支給に備えるため、内規に基
づく期末要支給額を計上しております。
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④ 退職給付に係る会計処理の方法
イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
きましては、給付算定式基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年〜10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しており
ます。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年〜10年）による定

額法により費用処理しております。

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準
当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容

および当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

イ. 卸売販売に係る収益
卸売販売に係る収益は、製品の引渡および配送を履行義務として識別しております。卸売販売におい

ては、顧客による検収が完了した時点で履行義務が充足されるものの、製品出荷時点と重要な差異はな
いため、主に当該製品の出荷時点で収益を認識しております。また、取引の対価は通常、履行義務を充
足した時点から概ね３か月以内に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

ロ. 小売販売に係る収益
小売販売に係る収益は、製品の引渡を履行義務として識別しております。小売販売においては、通常

製品の引渡時点において履行義務が充足されるため、主に当該製品の引渡時点で収益を認識しておりま
す。また、取引の対価は通常、履行義務を充足した時点から概ね１か月以内に受領しており、重要な金
融要素は含まれておりません。

ハ. サービスの提供に係る収益
サービスの提供に係る収益は、主にライセンスの供与に対して受け取るロイヤリティ収入が含まれ、

これらの供与を履行義務として識別しております。これらは、売上高または使用量に基づくロイヤリテ
ィに該当し、契約相手先の売上等を算定基礎として測定し、実際にライセンスが使用された時点か、売
上高または使用量に基づくロイヤリティに配分された履行義務が充足された時点のいずれか遅い時点で
収益を認識しております。また、取引の対価は通常、履行義務を充足した時点から概ね３か月以内に受
領しており、重要な金融要素は含まれておりません。
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⑥ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
イ. 重要なヘッジ会計の方法

(イ) ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理によっております。

(ロ) ヘッジ手段とヘッジ対象
為替予約をヘッジ手段とし、外貨建ての金銭債権・債務および予定取引をヘッジ対象としており

ます。

(ハ) ヘッジ方針
外貨建輸出入取引に係る将来の外国為替相場変動リスクを回避して、外貨建債権・債務の円貨に

よるキャッシュ・フローを固定化することを目的として、取引先への受発注に対応し、決済日を基
準として為替予約を行っております。

(ニ) ヘッジの有効性評価の方法
外貨建ての受発注金額に対し、同一通貨建てによる同一金額で同一期日の為替予約を付すことに

より、為替予約締結後の外国為替相場の変動による相関関係が確保されるようにしております。

ロ. のれんの償却方法および償却期間
のれんの償却は、個別案件ごとに判断し20年以内の合理的な年数で均等償却しております。

ハ. グループ通算制度の適用
当社および一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。
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２. 会計方針の変更に関する注記
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準
第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(２)ただし書き
に定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はあ
りません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計

算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首
から適用しております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
(繰延税金資産の回収可能性)

(１) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
法人税のグループ通算制度を適用している当社および一部の国内子会社において計上した
繰延税金資産（繰延税金負債との相殺前）

5,045百万円
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(２) その他の情報
① 金額の算出方法

繰延税金資産は、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金のうち将来の事業計画により見積
もられた課税所得に基づき、回収可能性があると判断した金額を計上しております。

② 金額の算出に用いた主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる事業計画における主要な仮定は、主要な子会社の売上成長率およ

び売上総利益率であります。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、将来の不確実な経済状況

および会社の経営状況の影響を受け、その見積額の前提条件や仮定に変更が生じた場合には、翌連
結会計年度の損益および財政状態に重要な影響を与える可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記
(１) 有形固定資産の減価償却累計額 41,082百万円

(２) 財務制限条項
当社は、一部の金融機関からの借入に対し、当社の連結および個別財務諸表の純資産額、経常損益につ

いて、一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。
当連結会計年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。

短期借入金 7,800百万円
長期借入金 7,066百万円
(うち、１年内返済予定長期借入金) 1,543百万円
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５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(１) 発行済株式の種類および総数に関する事項

株 式 の 種 類 当 連 結 会 計 年 度
期 首 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普 通 株 式 157,921,669株 −株 16,000,000株 141,921,669株

(変動事由の概要)
発行済株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
取締役会決議による自己株式の消却による減少 16,000,000株

(２) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数
発 行 日 目的となる株式の種類 目的となる株式の数

2010年３月19日 普通株式 2,600 株

2011年３月18日 普通株式 7,700 株

2012年３月19日 普通株式 13,100 株

2013年３月18日 普通株式 10,000 株

2014年３月20日 普通株式 11,900 株

(３) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年５月22日
定 時 株 主 総 会 普通株式 3,529 26.00 2025年２月28日 2025年５月23日

2025年10月２日
取締役会 普通株式 1,904 14.00 2025年８月31日 2025年11月10日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 配当の原資 １株当たりの

配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2026年５月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 2,176 利益剰余金 16.00 2026年２月28日 2026年５月29日
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６. 金融商品に関する注記
(１) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金
を調達しております。
受取手形、売掛金及び契約資産に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減をはかっ

ております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を
行っております。
借入金の使途は運転資金（主として短期）および設備投資資金（長期）であります。
デリバティブ取引は、内部管理規定に従い実需の範囲で行っております。

(２) 金融商品の時価等に関する事項
2026年２月28日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額につ

いては、次のとおりであります。
なお、現金及び預金、受取手形、売掛金及び契約資産、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入

金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
また、長期貸付金、差入保証金、リース債務は重要性が乏しいことから注記を省略しております。

(単位：百万円)
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

① 投資有価証券
その他有価証券

11,972 11,972 −

資産計 11,972 11,972 −

② 長期借入金
（１年以内返済予定含む）

22,362 22,260 △101

負債計 22,362 22,260 △101

③ デリバティブ取引（※） 26 26 −

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合
については、△で示しております。
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(注) 市場価格のない株式等は、「① 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
計上額は以下のとおりであります。

(単位：百万円)
区 分 連結貸借対照表計上額

投資有価証券
非上場株式 1,473

(３) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて

算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

１．時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券 11,972 − − 11,972

デリバティブ取引 − 26 − 26
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２．時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位：百万円)

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 − 22,260 − 22,260
（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明

① 投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ

の時価をレベル１の時価に分類しております。

② 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借り入れを行った場合に想定される

利率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

③ デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された時価もしくは為替レート等を

用いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

７. 賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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８. 収益認識に関する注記
(１) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、国内および海外において、紳士服、婦人服等の繊維製品の企画、製造および販売を主
な事業内容とし、さらにコスメティック事業やバレエ・ダンス、リゾートといったウェルネス事業および
ペット関連用品等の事業を行っております。
また、当社グループの事業を地域別に「国内事業」、「海外事業」と２区分し、報告セグメントとしてお

ります。
主たる収益の分解と報告セグメントとの関連は以下のとおりであります。

売上高
(百万円)

構成比
(％)

国内事業

リアル
小売 121,476 51.3

卸売 48,881 20.6

E C 45,940 19.4

計 216,298 91.3

海外事業 18,927 8.0

顧客との契約から生じる収益 235,226 99.3

その他の収益 1,577 0.7

合計 236,804 100.0
(注)１. 国内事業−リアルの「小売」には百貨店、路面店、ショッピングセンター、アウトレットモールな

どの売上を含めております。
２. 売上高の数値は連結消去後のものになります。
３. 「その他の収益」には、リース取引により生じた収益を含めております。

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 （４) 会計方針に関する事項

⑤ 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 顧客との契約から生じた債権および債務の残高等

顧客との契約から生じた契約資産および契約負債の残高は以下のとおりであります。

契約資産
期首残高 72百万円
期末残高 72百万円

契約負債
期首残高 3,246百万円
期末残高 2,871百万円

連結貸借対照表上、契約資産は「受取手形、売掛金及び契約資産」に計上しております。契約負債
は「その他の流動負債」に計上しております。契約負債は収益の認識に伴い取り崩しております。期
首現在の契約負債残高は、概ね当連結会計年度に認識された収益の額に含まれております。
なお、過去の期間に充足（または部分的に充足）した履行義務から当連結会計年度に認識した収益

の額に重要性はありません。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便

法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる
対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

９. １株当たり情報に関する注記
(１) １株当たり純資産 687円91銭
(２) １株当たり当期純利益 74円27銭
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10. 重要な後発事象に関する注記
(取得による企業結合)

当社は、2025年12月18日開催の取締役会において、株式会社コスメ・デ・ボーテの全株式を取得し、
連結子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結し、2026年３月２日付で全株式を取得い
たしました。

(１)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称：株式会社コスメ・デ・ボーテ
事業の内容：化粧品、化粧品雑貨の企画開発および輸入販売

② 企業結合を行った主な理由
当社は、中長期経営計画「ONWARD VISION 2030」において、「生活者の新たな価値観に沿

った『ウェルネス領域』の成長加速」を事業戦略として掲げております。
この方針のもと、当社は、ジェルネイル等のネイル関連事業を展開するコスメ・デ・ボーテ社の

全株式を取得し、完全子会社化することを決定いたしました。
当社の既存事業とのシナジー効果を追求しながら、コスメ・デ・ボーテ社の更なる成長を目指し

てまいります。
③ 企業結合日

2026年３月２日
④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率

100％
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(２)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 4,500百万円
取得原価 4,500百万円
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(３)主な取得関連費用の内容および金額
現時点では確定しておりません。

(４)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

(５)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額ならびにその主な内訳
現時点では確定しておりません。

11. その他の注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表（2026年２月28日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額
資産の部 160,571
流動資産 13,122
現金及び預金 5,624
短期貸付金 3,225
未収入金 4,432
その他の流動資産 366
貸倒引当金 △526

固定資産 147,448
有形固定資産 12,550
建物 3,891
構築物 17
工具器具備品 127
土地 8,514
その他の有形固定資産 0

無形固定資産 1,358
ソフトウェア 246
商標権 1,024
その他の無形固定資産 87

投資その他の資産 133,538
投資有価証券 10,484
関係会社株式 72,523
長期貸付金 51,470
長期前払費用 77
繰延税金資産 1,515
その他の投資 801
貸倒引当金 △3,333

資産合計 160,571

科 目 金 額
負債の部 68,000
流動負債 48,248
短期借入金 39,854
１年内返済予定長期借入金 7,112
未払金 507
未払費用 394
未払法人税等 75
賞与引当金 58
役員賞与引当金 62
その他の流動負債 184

固定負債 19,752
長期借入金 15,250
再評価に係る繰延税金負債 75
関係会社投資損失引当金 3,212
預り保証金 885
その他の固定負債 328

負債合計 68,000
純資産の部 92,570
株主資本 96,612
資本金 30,079
資本剰余金 38,550
資本準備金 38,550

利益剰余金 33,799
その他利益剰余金 33,799
買換資産圧縮積立金 21
繰越利益剰余金 33,778

自己株式 △5,817
評価・換算差額等 △4,063

その他有価証券評価差額金 1,596
土地再評価差額金 △5,659

新株予約権 21
純資産合計 92,570
負債及び純資産合計 160,571
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損益計算書（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
営業収益
グループ運営収入 3,958
関係会社配当金収入 4,800
不動産賃貸収入 1,303
ロイヤリティ収入 0 10,063

営業費用 4,215
営業利益 5,847

営業外収益
受取利息及び配当金 776
為替差益 134
その他の収益 91 1,003

営業外費用
支払利息 569
貸倒引当金繰入額 561
その他の費用 203 1,335
経常利益 5,514

特別利益
投資有価証券売却益 571
固定資産売却益 247
その他の特別利益 2 821

特別損失
関係会社株式評価損 1,109
その他の特別損失 30 1,140
税引前当期純利益 5,196
法人税、住民税及び事業税 △1,358
法人税等調整額 53 △1,305
当期純利益 6,501
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株主資本等変動計算書（2025年３月１日から2026年２月28日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資 本 金
資本剰余金 利益剰余金

資 本
準 備 金

そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計買換資産

圧縮積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 30,079 38,550 12,944 51,494 21 35,661 35,683
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,433 △5,433
当 期 純 利 益 6,501 6,501
自己株式の取得
自己株式の処分 △114 △114 △5 △5
自己株式の消却 △12,829 △12,829 △2,929 △2,929
土地再評価差額金の取崩 △16 △16
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − △12,944 △12,944 − △1,883 △1,883
当 期 末 残 高 30,079 38,550 − 38,550 21 33,778 33,799

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計自己株式 株主資本

合 計
そ の 他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益 土地再評価
差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 △21,846 95,411 336 △1 △5,681 △5,346 68 90,133
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △5,433 △5,433
当 期 純 利 益 6,501 6,501
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 270 150 150
自己株式の消却 15,759 − −
土地再評価差額金の取崩 △16 △16
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 1,259 1 21 1,283 △47 1,236

当 期 変 動 額 合 計 16,029 1,201 1,259 1 21 1,283 △47 2,437
当 期 末 残 高 △5,817 96,612 1,596 − △5,659 △4,063 21 92,570
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個 別 注 記 表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(１) 有価証券の評価基準および評価方法

① 子会社および関連会社株式 移動平均法による原価法により評価しております。
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法により評価しております。

(２) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産は、定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物 (建物附属設

備を除く）ならびに2016年４月１日以降取得した建物附属設備および構築物につきましては、定額法を
採用しております。

② 無形固定資産は、定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内に
おける利用可能期間（５〜10年）に基づく定額法を採用しております。

(３) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金は、従業員等に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
③ 役員賞与引当金は、役員に支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
④ 関係会社投資損失引当金は、関係会社の投資損失に備えるため、その財政状態等を勘案し損失負担見込額

を計上しております。

(４) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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(５) 重要な収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からのグループ運営収入及び受取配当金であります。グループ運営収入につ

いては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務を実施した時点で
当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益及び費用を認識しております。受取配当金につい
ては、配当金の効力発生日をもって認識しております。なお、取引の対価に重要な金融要素は含まれてお
りません。

２. 会計方針の変更に関する注記
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下
「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記
(繰延税金資産の回収可能性)
(１) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産（繰延税金負債との相殺前） 2,404百万円

(２) その他の情報
繰延税金資産は、将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金のうち将来の事業計画により見積も

られた課税所得に基づき、回収可能性があると判断した金額を計上しております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる主要な仮定や翌事業年度の計算書類に与える影響に

ついては、連結注記表「２．会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。
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４. 貸借対照表に関する注記
(１) 有形固定資産の減価償却累計額 4,977 百万円
(２) 保証債務

下記の会社の金融機関からの借入債務等について保証を行っております。
ジョゼフLTD. 82 百万円
樫山(大連)有限公司 227 百万円

合 計 309 百万円

(３) 関係会社に対する短期金銭債権 7,516 百万円
(４) 関係会社に対する長期金銭債権 51,470 百万円
(５) 関係会社に対する短期金銭債務 16,546 百万円
(６) 関係会社に対する長期金銭債務 60 百万円
(７) 財務制限条項

当社は、一部の金融機関からの借入に対し、当社の連結および個別財務諸表の純資産額、経常損益につ
いて、一定水準の維持の確保を内容とする財務制限条項が付されております。当事業年度末における財務
制限条項の対象となる借入金残高は、以下のとおりであります。

短期借入金 7,800 百万円
長期借入金 7,066 百万円
(うち、１年内返済予定長期借入金) 1,543 百万円

５. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
営業収益 9,070 百万円
経費支払高 279 百万円

営業取引以外の取引による取引高 3,342 百万円
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６. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類および株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度 末
株 式 数

普通株式 22,180,165 株 746 株 16,274,340 株 5,906,571 株

(変動事由の概要)
自己株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 746 株

自己株式の減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
ストック・オプションの行使による減少 20,000 株
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分による減少 254,340 株
取締役会決議による自己株式の消却による減少 16,000,000 株

７. 税効果会計に関する注記
（１）繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)
繰越欠損金 19,817 百万円
関係会社株式評価損 12,110 百万円
貸倒引当金 1,216 百万円
投資損失引当金 1,012 百万円
減損損失 929 百万円
その他 493 百万円
繰延税金資産小計 35,580 百万円
評価性引当額 △33,175 百万円
繰延税金資産合計 2,404 百万円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金 △734 百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △100 百万円
退職給付信託設定益 △44 百万円
買換資産圧縮積立金 △９ 百万円
繰延税金負債合計 △889 百万円
繰延税金資産の純額 1,515 百万円

2026年04月27日 15時51分 $FOLDER; 61ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



61

（２）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこ

とに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることにな
りました。
これに伴い、2027年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資

産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変更し計算しております。
なお、この税率変更による計算書類に与える影響は軽微であります。

８. 収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報については連結注記表「７．収益認識に関する注記」に同一の内容

を記載しておりますので注記を省略しております。
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９. 関連当事者との取引に関する注記
（１）子会社および関連会社等

(単位：百万円)

属性 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)の割合

関係内容
取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 株式会社オンワード樫山 所有
直接100.0％ 兼任 −

資金の貸付
(注)１ 63,838

長期貸付金 33,521資金の返済
(注)１ 59,730

利息の受取
(注)１ 324

グループ運営費
(注)２ 1,501 未収入金 777

ブランド管理料
(注)３ 949 未収入金 543

シェアードサービス委託費
(注)４ 742 未収入金 68

子会社 株式会社オンワード
コーポレートデザイン

所有
直接100.0％ − −

資金の借入
(注)５ 16,523

短期借入金 6,303資金の返済
(注)５ 10,615

利息の支払
(注)５ ７

子会社 チャコット株式会社 所有
直接100.0％ − −

資金の借入
(注)６ 2,590

短期借入金 352
資金の返済

(注)６ 2,239

子会社 株式会社クリエイティブヨーコ 所有
直接100.0％ − −

資金の借入
(注)７ 3,200

短期借入金 ー
資金の返済

(注)７ 4,700
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属性 会社等の名称 議決権等の所有
(被所有)の割合

関係内容
取引の内容 取引金額 科目 期末残高役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 株式会社大和 所有
直接100.0％ 兼任 −

資金の借入
(注)８ 17,410

短期借入金 3,602資金の返済
(注)８ 16,521

利息の支払
(注)８ 33

子会社 株式会社オンワードリゾート＆ゴルフ 所有
直接100.0％ 兼任 −

資金の借入
(注)９ 3,100

短期借入金 5,250利息の支払
(注)９ 38

子会社 株式会社オンワードデジタルラボ 所有
直接100.0％ − −

資金の借入
(注)10 1,930

短期借入金 434
資金の返済

(注)10 1,649

子会社 株式会社ウィゴー 所有
直接100.0％ − −

資金の貸付
(注)11 2,000

長期貸付金 10,500
利息の受取
(注)11 93

子会社 株式会社ビエン 所有
直接100.0％ − −

資金の貸付
(注)12 ー

長期貸付金 2,500
利息の受取

(注)12 13

子会社 インティメイツ株式会社 所有
間接100.0％ − − 債権の放棄

(注)13 1,203 長期貸付金 ー

子会社 ジョゼフLTD. 所有
直接100.0％ − −

資金の貸付
(注)14 1,595

短期貸付金 1,996
利息の受取

(注)14 57

取引条件および取引条件決定方針等
(注)１. 株式会社オンワード樫山に対する資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２. グループ運営費につきましては、契約に基づいて決定しております。
３. ブランド管理料につきましては、契約に基づいて決定しております。
４. シェアードサービス委託費につきましては、契約に基づいて決定しております。
５. 株式会社オンワードコーポレートデザインからの資金の借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定して

おります。
６. チャコット株式会社からの資金の借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
７. 株式会社クリエイティブヨーコからの資金の借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
８. 株式会社大和からの資金の借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
９. 株式会社オンワードリゾート＆ゴルフからの資金の借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
10. 株式会社オンワードデジタルラボからの資金の借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
11. 株式会社ウィゴーに対する資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
12. 株式会社ビエンに対する資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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13. インティメイツ株式会社の清算に伴う長期貸付金の債権放棄であります。これに伴い前事業年度末に計上していた貸倒引当
金1,184百万円を取り崩しております。インティメイツ株式会社に対する資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。

14. ジョゼフLTD.に対する資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(２)役員及び個人主要株主等
(単位：百万円)

種類 会社等の名称又は名
前

議決権等の所有
(被所有)の割合 関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員 保元 道宣 (被所有)直接0.25% 当社代表取締役社長
金銭報酬債権の現物出
資に伴う自己株式の処

分
48 − −

役員 樋口 剛宏 (被所有)直接0.04% 当社常務取締役
金銭報酬債権の現物出
資に伴う自己株式の処

分
11 − −

取引条件および取引条件決定方針等
(注)譲渡制限付株式報酬制度に伴う金銭報酬債権の現物出資によるものであります。

自己株式の処分価額は、2025年５月21日（本自己株式処分の取締役会決議日の前営業日）の東京証券取引所における、当社の
普通株式の終値に基づいて決定しております。

10. １株当たり情報に関する注記
(１) １株当たり純資産 680円43銭
(２) １株当たり当期純利益 47円83銭

11. 重要な後発事象に関する注記
(取得による企業結合)

連結注記表の「10. 重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略して
おります。

12. その他の注記
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年４月20日
株式会社オンワードホールディングス
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 屋 誠三郎

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 拓

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オンワードホールディングスの2025年

３月１日から2026年２月28日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社オンワードホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される
規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
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監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年４月20日
株式会社オンワードホールディングス
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 屋 誠三郎

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 拓

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オンワードホールディングスの

2025年３月１日から2026年２月28日までの第79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい
て監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう
か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類
等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年３月１日から2026年２月28日までの第79期事業年度の取締役の職務執行全般に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
（１）監査役会は、当期の監査の方針、重点監査項目、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査

の実施状況および結果について報告を受け、協議するほか、取締役等および会計監査人からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査の方針、重点監査項目、監査計
画、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通をはかり、情報の収集お
よび監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および子会社の主要な事業所に
おいて業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社の取締役および監査役等と意思疎通
および情報の交換をはかり、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものと
して会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容お
よび当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等か
らその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明い
たしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等およびEY新日本有限責任監査法人から当該内

部統制の評価および監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められ
ません。

（２）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2026年４月20日

株式会社オンワードホールディングス 監査役会

常 勤 監 査 役 清 家 彦三郎 ㊞
常 勤 監 査 役 小野木 伸 良 ㊞
監 査 役 梅 津 立 ㊞
監 査 役 草 野 満 代 ㊞

（注）監査役梅津立および監査役草野満代は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社外監査役であります。

以 上
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交通のご案内

※会場には本総会専用の駐車場のご用意はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。

■ JR 東京駅
東京メトロ銀座線 日本橋B１出口より徒歩５分
都営地下鉄浅草線 日本橋D１出口・D４出口より徒歩５分

八重洲中央口改札より徒歩10分
■ 地下鉄 日本橋駅

株主総会
会場ご案内図

会 場 オンワードパークビルディング２階ホール

日 時 2026年５月28日（木曜日）午前10時
(受付開始：午前９時予定)

東京都中央区日本橋三丁目10番５号
電話：03ー4512ー1020（総務Div.ダイヤルイン）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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